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○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行

う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
及
び
応
急
救
護
処
置
に
関
し
医
師
で
あ
る
者
に
準
ず
る
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
二
月
十
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

二
之
湯

智

届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
及
び
応
急
救
護
処
置
に
関
し
医
師
で
あ
る
者
に
準
ず

る
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
指
定
の
基
準
等
）

（
指
定
の
基
準
等
）

第
一
条

道
路
交
通
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う

第
一
条

道
路
交
通
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う

。
）
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
項
第
一
号
ハ
又
は
第
四
項

。
）
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
項
第
一
号
ハ
又
は
第
四
項
第
一

第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五

号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。

号
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
八

以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
八
条
第

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
自
動
車
教
習
所
（
以
下
「
届
出
自
動
車
教

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
自
動
車
教
習
所
（
以
下
「
届
出
自
動
車
教
習
所

習
所
」
と
い
う
。
）
が
運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と

」
と
い
う
。
）
が
運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

す
る
者
に
対
し
行
う
教
習
の
課
程
（
法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
自

者
に
対
し
行
う
教
習
の
課
程
（
法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
自
動
車

動
車
教
習
所
が
当
該
指
定
に
係
る
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
行
う
教
習

教
習
所
が
当
該
指
定
に
係
る
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
行
う
教
習
の
課

の
課
程
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
車
教
習
所
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す

程
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
車
教
習
所
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
者

る
者
の
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

の
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

２

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
大

２

令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
大
型
自

型
自
動
車
免
許
（
以
下
「
大
型
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下

動
車
免
許
（
以
下
「
大
型
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下
「
教

「
教
習
課
程
（
大
型
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ

習
課
程
（
大
型
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と

る
と
お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
教
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

三

［
同
上
］

第
二
欄
に
掲
げ
る
教
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
教
習
計
画
を
作
成
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
教
習
時
間
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
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第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

現
に
普
通
自
動
車
免
許
（
以
下
「
普
通
免
許
」
と
い
う
。
）
、
大

十

現
に
普
通
自
動
車
免
許
（
以
下
「
普
通
免
許
」
と
い
う
。
）
、
大

型
自
動
二
輪
車
免
許
（
以
下
「
大
型
二
輪
免
許
」
と
い
う
。
）
若
し

型
自
動
二
輪
車
免
許
（
以
下
「
大
型
二
輪
免
許
」
と
い
う
。
）
若
し

く
は
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
（
以
下
「
普
通
二
輪
免
許
」
と
い
う
。

く
は
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
（
以
下
「
普
通
二
輪
免
許
」
と
い
う
。

）
を
受
け
て
い
る
者
又
は
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二
号

）
を
受
け
て
い
る
者
又
は
令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ニ
若

ニ
若
し
く
は
ホ
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼

し
く
は
ホ
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、

吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な

心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識

知
識
に
係
る
教
習
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

に
係
る
教
習
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
中

３

令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
中
型
自

型
自
動
車
免
許
（
以
下
「
中
型
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下

動
車
免
許
（
以
下
「
中
型
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下
「
教

「
教
習
課
程
（
中
型
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ

習
課
程
（
中
型
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と

る
と
お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
教
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

三

［
同
上
］

第
二
欄
に
掲
げ
る
教
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
教
習
計
画
を
作
成
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
教
習
時
間
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）
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［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

現
に
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
若
し
く
は
普
通
二
輪
免
許
を
受

十

現
に
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
若
し
く
は
普
通
二
輪
免
許
を
受

け
て
い
る
者
又
は
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
若
し

け
て
い
る
者
又
は
令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ニ
若
し
く
は

く
は
ホ
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心

ホ
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ

臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に

ッ
サ
ー
ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る

係
る
教
習
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

教
習
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

４

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
準

４

令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
準
中
型

中
型
自
動
車
免
許
（
以
下
「
準
中
型
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習
の
課
程
（

自
動
車
免
許
（
以
下
「
準
中
型
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下

以
下
「
教
習
課
程
（
準
中
型
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次

「
教
習
課
程
（
準
中
型
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
教
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

三

［
同
上
］

第
二
欄
に
掲
げ
る
教
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
教
習
計
画
を
作
成
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
教
習
時
間
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

現
に
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
若
し
く
は
普
通
二
輪
免
許
を

十
二

現
に
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
若
し
く
は
普
通
二
輪
免
許
を
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受
け
て
い
る
者
又
は
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
若

受
け
て
い
る
者
又
は
令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ニ
若
し
く

し
く
は
ホ
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、

は
ホ
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓

心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識

マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係

に
係
る
教
習
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

る
教
習
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

５

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
普

５

令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
普
通
免

通
免
許
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
普
通
）
」
と
い
う
。
）
に
係

許
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
普
通
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も

る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
教
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

三

［
同
上
］

第
二
欄
に
掲
げ
る
教
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
教
習
計
画
を
作
成
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
教
習
時
間
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

現
に
大
型
二
輪
免
許
若
し
く
は
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者

五

現
に
大
型
二
輪
免
許
若
し
く
は
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者

又
は
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
若
し
く
は
ホ
に
該

又
は
令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ニ
若
し
く
は
ホ
に
該
当
す

当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー

る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、

ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習
を

止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習
を
行
わ

行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

６

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
大

６

令
第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
大
型
二
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型
二
輪
免
許
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
大
自
二
）
」
と
い
う
。

輪
免
許
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
大
自
二
）
」
と
い
う
。
）
に

）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
教
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

三

［
同
上
］

第
二
欄
に
掲
げ
る
教
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
教
習
計
画
を
作
成
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
教
習
時
間
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

現
に
普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
免
許
を
受
け
て
い

三

現
に
普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
免
許
を
受
け
て
い

る
者
又
は
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
若
し
く
は
ホ

る
者
又
は
令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ニ
若
し
く
は
ホ
に
該

に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ

当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー

サ
ー
ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教

ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習
を

習
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

７

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
普

７

令
第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
普
通
二

通
二
輪
免
許
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
普
自
二
）
」
と
い
う
。

輪
免
許
に
係
る
教
習
の
課
程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
普
自
二
）
」
と
い
う
。
）
に

）
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
教
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

三

［
同
上
］

第
二
欄
に
掲
げ
る
教
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
教
習
計
画
を
作
成
し
、
こ
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れ
に
基
づ
い
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
教
習
時
間
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

現
に
普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
免
許
を
受
け
て
い

三

現
に
普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
免
許
を
受
け
て
い

る
者
又
は
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
若
し
く
は
ホ

る
者
又
は
令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ニ
若
し
く
は
ホ
に
該

に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ

当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー

サ
ー
ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教

ジ
、
止
血
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習
を

習
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

８

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
四
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
大

８

令
第
三
十
三
条
の
六
第
四
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
大
型
自

型
自
動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
大
型
第
二
種
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習

動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
大
型
第
二
種
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習
の
課

の
課
程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
大
型
二
種
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る

程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
大
型
二
種
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
教
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

三

［
同
上
］

第
二
欄
に
掲
げ
る
教
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
教
習
計
画
を
作
成
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
教
習
時
間
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）
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［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る

九

令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
者
に

者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止

対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止
血
、

血
、
被
覆
、
固
定
、
交
通
事
故
に
係
る
傷
病
者
の
負
傷
等
の
状
態
に

被
覆
、
固
定
、
交
通
事
故
に
係
る
傷
病
者
の
負
傷
等
の
状
態
に
応
じ

応
じ
た
対
応
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習

た
対
応
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習
を
行

を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

９

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
四
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
中

９

令
第
三
十
三
条
の
六
第
四
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
中
型
自

型
自
動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
中
型
第
二
種
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習

動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
中
型
第
二
種
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習
の
課

の
課
程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
中
型
二
種
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る

程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
中
型
二
種
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
教
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

三

［
同
上
］

第
二
欄
に
掲
げ
る
教
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
教
習
計
画
を
作
成
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
教
習
時
間
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る

九

令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
者
に
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者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止

対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止
血
、

血
、
被
覆
、
固
定
、
交
通
事
故
に
係
る
傷
病
者
の
負
傷
等
の
状
態
に

被
覆
、
固
定
、
交
通
事
故
に
係
る
傷
病
者
の
負
傷
等
の
状
態
に
応
じ

応
じ
た
対
応
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習

た
対
応
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習
を
行

を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
四
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
普

令
第
三
十
三
条
の
六
第
四
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
基
準
（
普
通
自

10

10

通
自
動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
普
通
第
二
種
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習

動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
普
通
第
二
種
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
教
習
の
課

の
課
程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
普
通
二
種
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る

程
（
以
下
「
教
習
課
程
（
普
通
二
種
）
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
教
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

三

［
同
上
］

第
二
欄
に
掲
げ
る
教
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
教
習
計
画
を
作
成
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
教
習
時
間
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

第
一
欄
（
教
習

第
二
欄
（
教
習
方
法
）

第
三
欄
（
教

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

事
項
の
区
分
）

習
時
間
）

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る

九

令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
者
に

者
に
対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止

対
し
て
は
、
気
道
確
保
、
人
工
呼
吸
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
止
血
、

血
、
被
覆
、
固
定
、
交
通
事
故
に
係
る
傷
病
者
の
負
傷
等
の
状
態
に

被
覆
、
固
定
、
交
通
事
故
に
係
る
傷
病
者
の
負
傷
等
の
状
態
に
応
じ

応
じ
た
対
応
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習

た
対
応
そ
の
他
の
応
急
救
護
処
置
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習
を
行

を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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（
指
定
の
申
請
）

（
指
定
の
申
請
）

第
二
条

届
出
自
動
車
教
習
所
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
令
第
三
十
三
条

第
二
条

届
出
自
動
車
教
習
所
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
令
第
三
十
三
条

の
五
の
三
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
項
第
一
号
ハ
又
は
第
四
項
第
一
号
ハ
の
規
定

の
六
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
項
第
一
号
ハ
又
は
第
四
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ

に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。

る
指
定
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
申
請
書
を
当
該
届
出
自
動

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
申
請
書
を
当
該
届
出
自
動
車
教

車
教
習
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

習
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
応
急
救
護
処
置
に
関
し
医
師
で
あ
る
者
に
準
ず
る
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

応
急
救
護
処
置
に
関
し
医
師
で
あ
る
者
に
準
ず
る
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会

規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ホ
の
国
家
公
安
委
員

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ホ
の
国
家
公
安
委
員
会
規

会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
五
月
十
三
日
。
次
項
に
お
い
て

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

施
行
日
前
に
交
付
さ
れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
み
な
す
。

一

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
次
号
に
お
い
て

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
二
号
の
指
定
書

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う

教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
次
号
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
二
号
の
指
定
書

二

旧
規
則
別
記
様
式
第
三
号
の
終
了
証
明
書

新
規
則
別
記
様
式
第
三
号
の
終
了
証
明
書


